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基本計画【序章】 

1 

序章 基本計画の構成 
基本計画は、基本構想で定めた「まちの将来像」を計画的に実現するための具体的な施

策体系を示したものです。 

 

第１章から第５章までは、基本構想の「まちづくりの政策体系」に掲げる政策の大項目

を５つの章として分類したものです。 

章ごとに基本的な考え方を示し、施策指標と重点項目を掲げました。この５つの章は、

第５次勝山市総合計画を具体的に推進していくための基礎となるものです。 

 

第６章は「人口減少対策と地方創生実現に向けた取組み」として平成２７年度に策定し

た勝山市地方創生総合戦略で設定した４つの重点戦略 ①新たな人の流れをつくる ②し

ごとづくり ③ひとづくり ④まちづくり について今後の人口減少対策をはじめとする

地方創生の実現に向けた重要な施策として、この章であらためて総合戦略の概要について

掲載し、基本計画の施策の中で総合戦略とリンクしているものを明記します。 

 

第７章は、第５次勝山市総合計画の策定にあたってのテーマのひとつである、人口減少

や日常生活圏の拡大に対応した基礎的コミュニティ（行政区）およびその集合体となる市

内１０地区の活性化ならびに地域における公共施設の再編についての指針となるものです。 


